
「滋賀県パートナーシップ宣誓制度」に関係する各市町所管の行政サービスについて
令和８年４月１日時点

市町名 湖南市

１　受領証の提示等が必要なもの

担当課 電話番号

1
市職員の特別休暇の取
得

市職員の特別休暇（出産休暇・忌引き）を受けるこ
とができる

人事課 0748-71-2312

2
犯罪被害者等遺族見舞
金の支給

遺族見舞金の支給を受けることができる 危機管理・防災課 0748-71-2311

3
非常勤消防団員への退
職報償金の支給

死亡による退職の場合、遺族として、退職報償金を
受け取ることができる

危機管理・防災課 0748-71-2311

4
消防団員等公務災害補
償

公務により死亡した場合、遺族として、補償を受け
ることができる

危機管理・防災課 0748-71-2311

5 災害弔慰金の支給
火災、地震等によって、住宅に被害があった場合や
亡くなった場合、災害弔慰金を受けることができ
る

福祉政策課 0748-71-2359

6
患者のカルテの開示請
求

患者の診療録の開示について、請求ができる 地域医療推進課 0748-77-4100

7 検査・手術等の同意 同意可能とする（親族との協議は必要） 地域医療推進課 0748-77-4100

8 延命処置の同意 同意可能とする（親族との協議は必要） 地域医療推進課 0748-77-4100

9 病状等の説明 説明を受けることができる 地域医療推進課 0748-77-4100

10 市営住宅の入居 世帯として入居できる（収入など他の要件あり） 住宅課 0748-71-2349

11
市立学校の学校医、学
校歯科医及び学校薬剤
師の公務災害補償

請求者として取り扱う 学校教育課 0748-77-7011

No. 項目 内容
問い合わせ先

備考


